
四日市市立こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和４年１２月２３日 

四日市市長  森  智 広 

四日市市条例第４３号 

四日市市立こども園条例の一部を改正する条例 

 四日市市立こども園条例（平成２８年四日市市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

 （略） 

四日市市立神前こども園  （略） 

四日市市立富田こども園 四日市市富田二丁目１２番９号 

四日市市立桜こども園 四日市市桜台一丁目３５番地２８ 
 

  

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 位置 

 （略） 

四日市市立神前こども園  （略） 
 

  

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （四日市市立保育所条例の一部改正） 

２ 四日市市立保育所条例（昭和２６年四日市市条例第８号）の一部を次のように改



正する。 

 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

四日市市立富洲原保育園  （略） 

四日市市立羽津保育園  （略） 

 （略） 

四日市市立磯津保育園  （略） 

四日市市立坂部保育園  （略） 

 （略） 

  

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

四日市市立富洲原保育園  （略） 

四日市市立富田保育園 四日市市富田二丁目１２番９号 

四日市市立羽津保育園  （略） 

（略） 

四日市市立磯津保育園 （略） 

四日市市立桜台保育園 四日市市桜台一丁目３５番地２８ 

四日市市立坂部保育園  （略） 

 （略） 

  

 

（四日市市立幼稚園条例の一部改正） 

３ 四日市市立幼稚園条例（昭和２８年四日市市条例第２５号）の一部を次のように

改正する。 



 

改正後 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

四日市市立八郷中央幼稚園  （略） 

四日市市立常磐中央幼稚園  （略） 

 （略） 

  

 

改正前 

（名称及び位置） 

第２条 幼稚園の名称及び位置は次のとおりとする。 

名称 位置 

 （略） 

四日市市立八郷中央幼稚園  （略） 

四日市市立桜幼稚園 四日市市桜町１４２０番地 

四日市市立常磐中央幼稚園  （略） 

 （略） 

  

 

（こども未来部保育幼稚園課） 


